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１．任意継続保険について

退職時の標準報酬月額をもとに
決定（全額自己負担）
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１．任意継続保険について

32万円

保険料について

※令和8年4月分保険料から子ども子育て支援金が加算されます。

各標準報酬月額ごとの保険料額は、協会けんぽのホームページから確認いただけます。

協会けんぽ 保険料額表 検索

都道府県毎の
保険料額表はこちら
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２．任意継続保険の申請時の注意点



２．任意継続保険の申請時の注意点

8

勤務していた事業所より証明欄を記入してい
ただくか、退職証明書等のコピーを添付して
いただければ、日本年金機構における資格喪
失処理を待たずに手続きができます。

記号・番号は在職時の資格情報の
お知らせに記載されております。
マイナ保険証をご利用の場合、マ
イナポータルからも確認ができま
す。

被保険者のマイナンバーは書類不備の多い
項目です！
被保険者のマイナンバーをご記入いただい
た場合は、本人確認書類の添付が必要とな
ります。

被保険者のマイナンバー記入あり、かつ
添付書類なしの場合は書類をお返しするこ
とになります。

兵 庫

兵庫県神戸市○区 ．．．

08 01  22

1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 5  1 0  

株式会社〇〇

資格情報のお知らせ
記号 12345678 番号 1 枝番00

氏名 協会 太郎
生年月日 平成02年05月10日
資格取得年月日 令和03年04月01日
保険者番号 999999999
保険者名称 協会けんぽ〇〇支部

注

0 8 0 * * * * * * * *

兵庫 神戸市〇〇区△△通1-1

ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ ﾀ ﾛ ｳ

協会 太郎

6 5 1 0 0 0 0

0 8  0 1  2 2  

3  

0 2  2  

1  
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２．任意継続保険の申請時の注意点
被扶養者がいる場合は、必要事項をご記入ください。
添付書類が必要になる場合があります。

被扶養者のマイナンバーは記入必須項目です！
未記入の場合は書類をお返しすることになります。

在職時より引き続き被扶養者となる方がいる場合にご記入ください。

マイナンバーを利用した情報照会を行う場合は、被扶養者となる方の収入を証
明する書類の添付を省略できる場合があります。
※協会けんぽがマイナンバーを未収録である場合や、照会の結果、情報を取得
できない場合は、添付書類の提出が必要になります。

注
1

6 5 1 0 0 0 0

注
2
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②申請書記入時の注意点について（添付書類）

①マイナンバーによる情報照会の結果、情報を取得できない（例. 収入０円の為未申告の場合、給与・
年金収入以外の収入がある場合等）

②被保険者と別居されている場合で、「仕送りの事実と１回あたりの仕送り額が確認できる書類」の

添付がない

③添付書類に氏名が記載されていない

よくある書類の不備

※協会けんぽがマイナンバーを未収録である場合や、照会の結果、情報を取得できない場合がありますので、
お急ぎの場合は、添付書類をご提出いただくことをお勧めします。

添付書類を省略できる場合
あり（※）

２．任意継続保険の申請時の注意点
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（収入額が記載されているもの）

２．任意継続保険の申請時の注意点
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任意継続保険加入時の資格確認書交付申
請書を記入する際は、「記号・番号」お
よび「個人番号（マイナンバー）」を記
入しないでください。

「交付理由」にチェックを入
れてください。

注

ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ

1 4 0  0 5  1 0

協会 太郎

ﾀ ﾛ ｳ

6 5 1 0 0 0 0 0 8 0 * * * * * * * *

兵庫 神戸市〇〇区△△通1-1

3

ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ ﾊ ﾅ ｺ
1   4 0  0 9  1 8

マイナ保険証を利用しない場合、
資格確認書の申請が必要

注

２．任意継続保険の申請時の注意点（資格確認書）
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３．傷病手当金について

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで仕事を休み、
その期間の給与を受けられないときに支給される給付金です

〇傷病手当金の支給条件
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支給が始まった日（支給開始日）から支給期間（実際に支給された期間）を

通算して１年6カ月の期間を限度として、支給されます。

３．傷病手当金について

〇傷病手当金の支給期間
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下記の①～⑤の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることが

できます。受給できる期間は支給期間を通算して１年6カ月です。ただし、下記⑤のとおり喪失後

の支給期間は継続している必要があります。

３．傷病手当金について

※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

〇被保険者資格を喪失（退職）した場合

退職日× 退職日

ケース１：退職日の前日までに連続して3日以上休業していない ケース2：退職日の前日までに連続して3日以上休業しており、退
職日も休業している

発病日 発病日
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※不備や調査事項がある場合を除く

３．傷病手当金について

〇傷病手当金申請の流れ

申請書に不備等がない場合は、支部に申請書が到着した日（受付日）から
2週間程度で支給されます。

申請書に不備等があった場合は郵送で申請書をお返しすることになりますので、
申請前には記入した内容に間違いや記入漏れ等が無いか注意してください。
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３．傷病手当金について
〇傷病手当金の支給金額の計算式

標準報酬月額：事業所が日本年金機構に届け出る被保険者の給与の等級。
健康保険料などはこの等級に保険率を乗じて計算される。

協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額
・30万円（支給開始日が令和7年3月31日までの方）
・32万円（支給開始日が令和7年4月1日以降の方）

【具体例】
傷病手当金の支給開始日：令和8年2月10日（直近1年の標準報酬月額は令和7年3月～令和8年2月）
直近の標準報酬月額：令和7年3月～令和7年9月が26万円 令和7年10月～令和8年2月が30万円の場合

①（（26万円×7か月）+（30万円×5か月））÷12か月＝276,666.666…円（直近1年間の標準報酬月額の平均額）

② 276,666.666…÷30＝9,222.22…（ここで10円未満を四捨五入）→ 9,220円

③ 9,220円×3分の2＝6,146.666…（ここで1円未満を四捨五入）→ 6,147円 支給日額

令和8年2月
（支給開始日）

令和7年10月令和7年3月 26万円 30万円
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３．傷病手当金について

令和８年１月１３日から傷病手当金の「電子申請」が始まりました。

〇傷病手当金の電子申請をする場合

   基本情報を含む申請書情報は
全てWeb上で入力し、
添付書類は電子ファイルを
アップロードする

〇サービス提供時間
サービス提供時間（利用可能時間）は平日8時～21時となります。
土日祝日や年末年始（12/29～1/3）は利用できません。
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４．傷病手当金の申請時の注意点（1ページ目）
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注意点
公金受取口座を利用して給付金等を受け取ることが可能となる

ことから、申請書に利用希望有無の欄が新たに追加となりました。

   ●公金受取口座利用欄を「1.希望する」と記入した場合は、

振込先情報のご記入は不要になります。

●公金受取口座利用欄を「2.希望しない」と記入された場合、

従来どおり振込口座欄の記入が必要です。

公金受取口座とは？
給付金等の受取のため、金融機関にお持ちの預貯金口座を
国（デジタル庁）に登録できる制度になります。
※参考資料 デジタル庁 公金受取口座登録制度

https://www.digital.go.jp/policies/account_registraction



４．傷病手当金の申請時の注意点（2ページ目）
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兵庫 太郎

0 8 0 1 1 6
0 8 0 2 1 5

経理担当事務

2 0 8 0 1 1 0
1

2

2

2

2

3

➊

注意点➊
療養のために休んだ期間を必ず記入してください。

（申請期間が経過した後にご提出ください。）

注意点➋
仕事の内容は、必ず記入してください。

（経理担当事務など具体的に記入をお願いします。退職後の場合は、
退職前の仕事の内容を記入してください。）

注意点➌
申請の傷病名が療養担当者記入欄に記入されている傷病名と同じ

場合には、忘れずに してください。

注意点➍
傷病の原因は、必ず記入してください。
また、誤って「２ .仕事中（業務上）での傷病」を記入される方

が多いのでご注意ください。

・仕事とは関係のない傷病は「1 」
・業務中での傷病（業務災害）は「2」
・通勤途中での傷病（通勤災害）は「3」となります。

「2 .仕事中（業務上）での傷病」または「3 .通勤途中での傷病」に
ついては、原則労災保険給付の対象となり、健康保険給付の対象外と
なります。

注意点❺
別傷病による労災保険からの休業補償給付の受給状況は、必ず記入

してください。

❷
➌

➍

❺
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注意点➊
申請期間中の勤務状況の年月は、出勤日がなくても
必ず記入してください。

注意点➋
申請期間中に出勤日があれば、「〇」を記入して
ください。
待期期間1日目が早退の場合は「早」を記入して
ください。
旧様式で記入していただいていた、欠勤「／」、
公休日「公」、有給休暇「△」の記入は不要です。

注意点➌
申請期間中の出勤していない日に対して
報酬の支払いがない場合や次の場合には記入不要です。
●基本給や諸手当をすべて欠勤控除している
●時間給や歩合給、時間外手当などの実働分や一時金
のみ支給している

注意点➍
事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号、
事業主証明年月日は必ず記入してください。
証明日は、申請期間経過後の日付を記入してください。

ﾋ ｮ ｳ ｺ ﾞ ﾀ ﾛ ｳ

0 8 0 1

0 8 0 2

兵庫県神戸市〇〇〇5-5
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
078-000-0000

0 8 0 2 2 8

早

➋

➌

❶

❹

４．傷病手当金の申請時の注意点（3ページ目）
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４．傷病手当金の申請時の注意点（3ページ目）

申請期間が令和8年1月16日から令和8年2月15日で次の支給額がある場合
①1/25有給 （1日あたり5,000円）
②1/30・1/31（連日）有給 （1日あたり5,000円×２日＝10,000円）
③固定の手当 （締日15日 支給額20,000円）
④通勤手当 （6か月定期 10/1-3/31 支給額100,000円）

0 8 0 1 2 5 0 8 0 1 2 5 5 0 0 0①

〇3ページ目（事業主証明）の記入例
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申請期間が令和8年1月16日から令和8年2月15日で次の支給額がある場合
①1/25有給 （1日あたり5,000円）
②1/30・1/31（連日）有給 （1日あたり5,000円×２日＝10,000円）
③固定の手当 （締日15日 支給額20,000円）
④通勤手当 （6か月定期 10/1-3/31 支給額100,000円）

0 8 0 1 2 5 0 8 0 1 2 5 5 0 0 0

0 8 0 1 3 0 0 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0

①

②

４．傷病手当金の申請時の注意点（3ページ目）

〇3ページ目（事業主証明）の記入例
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申請期間が令和8年1月16日から令和8年2月15日で次の支給額がある場合
①1/25有給 （1日あたり5,000円）
②1/30・1/31（連日）有給 （1日あたり5,000円×２日＝10,000円）
③固定の手当 （締日15日 支給額20,000円）
④通勤手当 （6か月定期 10/1-3/31 支給額100,000円）

0 8 0 1 2 5 0 8 0 1 2 5 5 0 0 0

0 8 0 1 3 0 0 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0

0 8 0 1 1 6 0 8 0 2 1 5 2 0 0 0 0

①

②

③

②申請書記入時の注意点につい（3ページ目）

〇3ページ目（事業主証明）の記入例

【傷病手当金との調整】
20,000円÷31日間＝645.16（小数点以下切り上げ）→646円を減額調整
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申請期間が令和8年1月16日から令和8年2月15日で次の支給額がある場合
①1/25有給 （1日あたり5,000円）
②1/30・1/31（連日）有給 （1日あたり5,000円×２日＝10,000円）
③固定の手当 （締日15日 支給額20,000円）
④通勤手当 （6か月定期 10/1-3/31 支給額100,000円）

0 8 0 1 2 5 0 8 0 1 2 5 5 0 0 0

0 8 0 1 3 0 0 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0

0 8 0 1 1 6 0 8 0 2 1 5 2 0 0 0 0

0 7 1 0 0 1 0 8 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0

①

②

③

④

４．傷病手当金の申請時の注意点（3ページ目）

〇3ページ目（事業主証明）の記入例
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電子申請サービスも、ぜひご利用ください
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